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還
付
申
告
の
方
も
含
め
、
申
告
す
る
す

べ
て
の
方
に
つ
い
て
「
復
興
特
別
所
得
税

額
」
欄
の
記
載
が
必
要
で
す
。
復
興
特
別

所
得
税
は
、
平
成
25
年
分
〜
平
成
49
年
分

の
各
年
分
の
基
準
所
得
税
額
に
2.1
％
の
税

率
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
。

○
医
療
費
の
領
収
書
の
提
出
が
不
要
と
な

り
、
明
細
書
の
添
付
が
必
要
で
す

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
医
療

費
の
領
収
書
の
提
出
の
代
わ
り
に
「
医
療

費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
に
な

り
ま
し
た
。
医
療
費
の
領
収
書
は
自
宅
で

５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
税

務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
提
示
ま

た
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
（
被
保
険
者
な
ど
が
支
払

っ
た
医
療
費
の
額
な
ど
が
記
載
さ
れ
た
も

の
に
か
ぎ
る
）
を
添
付
す
る
と
、
明
細
の

記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
（
医
療
費
通
知

と
は
、
健
康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど
で
す
。
）

平
成
29
年
分
〜
平
成
31
年
分
の
確
定
申

告
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
の
領
収
書
の
添

付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制

（
医
療
費
控
除
の
特
例
）
の
創
設

健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び
疾
病
の
予
防

と
し
て
一
定
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
方
が
、

平
成
29
年
１
月
１
日
〜
平
成
33
年
12
月
31

日
に
自
己
ま
た
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す

る
配
偶
者
そ
の
ほ
か
の
親
族
の
た
め
に
、

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ

た
場
合
に
、
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

医
薬
品
購
入
費
の
明
細
書
を
添
付
し
、
一

定
の
取
組
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
書
類
を
添
付
ま
た
は
提
示
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
医
薬
品
購
入
費
の
領
収
書
は
自

宅
で
５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

税
務
署
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
提
示

ま
た
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

平
成
29
年
分
〜
平
成
31
年
分
の
確
定
申

告
に
つ
い
て
は
、
医
薬
品
購
入
費
の
領
収

書
の
添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

※

一
定
の
取
組
と
は
、
人
間
ド
ッ
ク
や
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
予
防
接
種
な
ど
法
令

に
基
づ
き
行
わ
れ
る
健
康
の
保
持
増
進

お
よ
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組

※

特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
と
は
、

医
師
に
よ
っ
て
処
方
さ
れ
る
医
薬
品

（
医
療
用
医
薬
品
）
か
ら
、
ド
ラ
ッ
グ

ス
ト
ア
で
購
入
で
き
る
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品

に
転
用
さ
れ
た
医
薬
品
（
ス
イ
ッ
チ
Ｏ

Ｔ
Ｃ
医
薬
品
）
の
購
入
費

※

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
は
医

療
費
控
除
の
特
例
で
あ
り
、
従
来
の
医

療
費
控
除
と
の
選
択
適
用
と
な
り
ま
す
。

こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合
は
、

従
来
の
医
療
費
控
除
を
併
せ
て
受
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

平
成
26
年
１
月
か
ら
は
、
事
業
所
得
、

不
動
産
所
得
ま
た
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ

き
業
務
を
行
う
す
べ
て
の
方
に
つ
い
て
、

記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必
要
で
す
。

な
お
、
こ
の
記
帳
と
帳
簿
書
類
の
保
存

制
度
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
申
告
が
必

要
な
い
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
が
400
万
円

以
下
で
、
か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
以
下
で
あ

る
場
合
に
は
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
し
た
が
、
住
民
税
の
申
告
は
従
来

ど
お
り
必
要
で
す
。
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

住
宅
ロ
ー
ン
を
利
用
し
て
マ
イ
ホ
ー
ム

の
新
築
・
購
入
を
し
て
、
平
成
29
年
中
に

入
居
し
た
場
合
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す

と
き
は
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
う

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
税
務

署
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

◆
医
療
費
控
除
に
つ
い
て

◆
記
帳
・
帳
簿
な
ど
の
保
存
制
度

◆
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

◆
復
興
特
別
所
得
税
の
記
載
漏
れ

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受

け
ら
れ
る
方
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納
税
地
を
所
轄
す
る
税
務
署
の
管
轄
外

へ
避
難
さ
れ
て
い
る
方
の
国
税
に
関
す
る

相
談
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
で
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
で
高
浜
市
に

住
所
が
あ
り
、
平
成
29
年
中
（
１
月
１
日

〜
12
月
31
日
）
に
所
得
の
あ
っ
た
方
は
、

申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
勤
務
先

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
の
あ
る
給

与
所
得
の
み
の
方
は
、
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
給
与
所
得
者
で
も
給
与

所
得
以
外
に
所
得
（
配
当
・
不
動
産
・
雑
・

一
時
・
営
業
・
農
業
な
ど
の
所
得
）
の
あ

る
方
や
年
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
て
い
る

方
は
、
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

雑
損
・
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、
申

告
を
す
る
と
き
に
雑
損
の
内
訳
・
医
療
費

の
領
収
書
な
ど
必
要
書
類
を
か
な
ら
ず
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
期
間
中
は
た
い

へ
ん
混
雑
す
る
た
め
、
わ
か
る
と
こ
ろ
は

記
入
し
て
来
場
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
出
張
受
付
期
間
中
は
、
担
当
職

員
が
各
施
設
へ
出
向
い
て
不
在
に
な
り
ま

す
。
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ
で
は
こ
の
期

間
、
申
告
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
了

承
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
分
の
申
告
書
等
用
紙
が
送
付

さ
れ
た
方
の
う
ち
、
申
告
書
を
無
料
相
談

所
に
て
書
面
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
方
は
、

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
申
告
書

等
用
紙
に
代
え
て
、
申
告
書
の
作
成
に
必

要
な
情
報
を
記
載
し
た
「
確
定
申
告
の
お

知
ら
せ
」
（
は
が
き
ま
た
は
通
知
書
）
が

送
付
さ
れ
ま
す
。

と
き　

２
月
16
日
㈮
〜
22
日
㈭　

午
前
９

時
30
分
〜
午
後
４
時
（
土
日
を
除
く
）

※

正
午
〜
午
後
１
時
は
休
憩
時
間
。 

と
こ
ろ　

高
浜
エ
コ
ハ
ウ
ス
２
階
講
義
室

※

ｅ
│

Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
申
告
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。利
用
者
識
別
番
号
、暗
証
番
号

が
わ
か
る
場
合
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象

①
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
の
方

②
前
年
分
の
所
得
金
額(

青
色
申
告
特
別

控
除
前
ま
た
は
事
業
専
従
者
控
除
前)

が
300
万
円
以
下
の
方

③
消
費
税
課
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、

基
準
期
間(

平
成
27
年
分)

の
課
税
売
上

高
が
3
，0
0
0
万
円
以
下
で
、
か
つ
②

に
該
当
す
る
方
。

※

申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、
税
務
署
の
確

定
申
告
会
場
を
ご
利
用
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

①
営
業
等
・
農
業･

不
動
産
・
譲
渡
所
得

（
土
地
、
建
物
お
よ
び
株
式
な
ど
を
売

却
さ
れ
た
方
）
な
ど
の
確
定
申
告
書
Ｂ

様
式
の
方

②
仮
想
通
貨
の
売
却
・
使
用
に
よ
る
所
得

の
あ
る
方

③
過
年
度
分
申
告
の
あ
る
方

④
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
ら
れ

る
方
（
平
成
29
年
中
に
入
居
さ
れ
今
回

初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
申

告
を
さ
れ
る
方
）

⑤
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
を
申
告
さ
れ
る
方

⑥
贈
与
税
を
申
告
さ
れ
る
方

⑦
山
林
所
得
を
申
告
さ
れ
る
方

確
定
申
告
さ
れ
る
外
国
人
の
方
の
た
め

に
、
申
告
方
法
な
ど
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。
英
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
、
ス
ペ
イ
ン
語
が
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

http://w
w
w
.nta.go.jp/nagoya/

◎
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い
て

確
定
申
告
不
要
な
給
与
所
得
者
な

ど
の
場
合
、
平
成
27
年
４
月
１
日
か

ら
、
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
を
利
用
し
た
寄
附
先
が
５

自
治
体
以
内
で
あ
れ
ば
確
定
申
告
が

不
要
に
な
り
ま
し
た
。　

ま
た
、
確
定
申
告
に
代
わ
る
申
告

特
例
申
請
書
を
寄
附
し
た
自
治
体
へ

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
何
も

せ
ず
に
確
定
申
告
が
不
要
に
な
る
と

い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
一

自
治
体
へ
複
数
回
寄
附
し
た
場
合
は
、

そ
の
都
度
申
請
書
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

状
況
し
だ
い
で
は
確
定
申
告
の
方

が
簡
単
な
場
合
も
あ
る
の
で
、
ど
ち

ら
に
す
る
か
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
市
が
条
例
で
指
定
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
に
つ
い
て

市
が
条
例
で
個
別
指
定
し
た
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
へ
の
寄
附
金
は
、
住
民
税
の

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
所
得

税
の
控
除
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い

た
め
、
住
民
税
の
税
額
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、
確
定
申
告
と
は
別
に
高

浜
市
へ
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◆
寄
附
金
控
除

◆
個
人
市
民
税･
県
民
税
の
申
告

を
す
る
必
要
の
あ
る
方

◆
次
の
方
は
刈
谷
税
務
署
で
申
告

し
て
く
だ
さ
い

◆
税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

所
の
ご
案
内

◆
市
内
申
告
会
場
で
は
、
確
定
申

告
用
紙
が
届
い
て
い
な
い
場
合

で
も
申
告
で
き
ま
す

◆
確
定
申
告
さ
れ
る
外
国
人
の
方

◆
東
日
本
大
震
災
の
被
害
を
受
け

て
避
難
さ
れ
て
い
る
方


